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[事
例
の
内
容
]

r
 [

キ
ー
ワ
ー
ド
]

A
は
、
今
年
大
学
を
卒
業
し
、

B
県
社
会
福
祉
協
議
会
に
就
職
し
、
運
営
適
正
化
委
員
会
の
事
務
局
に
配
属
さ
れ
た
。
運
営
適
正

化
委
員
会
は
、
社
会
福
祉
法
八
四
条
に
規
定
さ
れ
る
事
項
の
他
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
苦
情
の
解
決
に
あ
た
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
（
社
会
福
祉
法
八
五
条
、
八
六
条
参
照
）
。
A
の
仕
事
は
、
申
出
人
か
ら
の
苦
情
の
内
容
を
聴
取
す
る
こ
と
、
提
出
さ
れ
た
資

料
を
整
理
す
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

A
は
、
仕
事
に
つ
く
に
あ
た
り
、
運
営
適
正
化
委
員
会
と
は
何
か
、
社
会
福
祉
法
に
そ
く
し
て
勉
強
し
て
み
た
。
し
か
し
、
以
下

の
点
に
つ
い
て
充
分
な
理
解
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
A
に
代
わ
っ
て
、
検
討
し
て
み
よ
う
。

運
営
適
正
化
委
員
会
、
都
道
府
県
社
会
福
祉
協
議
会
の
位
置
付
け

(11) 

[
事
例
]

都
道
府
県
社
会
福
祉
協
議
会
と
運
営
適
正
化
委
員
会
の
設
置
主
体
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同
じ
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

[
本
事
例
の
検
討
]

一
、
社
会
福
祉
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
）
八
三
条
は
、
運
営
適
正
化
委
員
会
を
、
都
道
府
県
社
会
福
祉
協
議
会
に
設
置
す
る
と
定
め
て

い
る
と
こ
ろ
、
そ
の
設
置
主
体
は
、
文
言
上
明
か
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
設
置
主
体
が
地
方
自
治
体
で
あ
る
都
道
府
県
で
あ
る
か
、
社
会
福
祉
法
人
た
る
都
道
府
県
社
会
福
祉
協
議
会

で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
運
営
適
正
化
委
員
会
の
権
限
の
範
囲
や
そ
の
行
使
に
つ
い
て
の
規
制
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
運
営
適
正
化
委
員

会
の
設
置
主
体
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

(
-
）
法
は
、
「
地
域
に
お
け
る
社
会
福
祉
（
以
下
「
地
域
福
祉
」
と
い
う
）
の
推
進
を
図
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
（
法
一
条
）
。

法
八
三
条
に
あ
る
運
営
適
正
化
委
員
会
と
の
関
係
で
い
う

「地
域
」
は
市
町
村
で
は
な
く
都
道
府
県
と
な
る
こ
と
か
ら
、
同
条
の

運
営
適
正
化
委
員
会
の
設
置
主
体
を
都
道
府
県
と
解
す
る
の
が
文
言
上
素
直
で
あ
る
。

(365) 
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運
営
適
正
化
委
員
会
の
設
置
主
体
は
、
都
道
府
県
か
、
都
道
府
県
社
会
福
祉
協
議
会
か
。

社
会
福
祉
法
八
五
条
項
は
、
「
＼
当
該
苦
情
に
係
る
事
情
を
調
査
す
る
も
の
と
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
苦
情
が
申
し
立

て
ら
れ
た
施
設
に
対
し
、
運
営
適
正
化
委
員
会
は
、
ど
の
よ
う
な
根
拠
で
ど
こ
ま
で
調
査
を
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
ろ
う
か
。

当
該
施
設
は
、
調
査
を
拒
否
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
苦
情
が
、
在
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
場
合
は
、
施
設
と

運
営
適
正
化
委
員
会
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
、
社
会
福
祉
法
八
六
条
に
基
づ
く
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

都
道
府
県
は
、
通
知
が
あ
っ
た
場
合
、
法
的
に
は
ど
の
よ
う
な
対
応
を
と
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
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| 
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ま
た
、
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
長
通
知
平
成
―
二
年
六
月
七
日
社
援
第

一
三
五
三
号
は
、
技
術
的
助
言
の
性
格
の
も
の
で

は
あ
る
も
の
の
、
運
営
適
正
化
委
員
の
定
数
、
委
員
の
選
任
手
続
、
委
員
の
解
任
主
体
並
び
に
事
務
局
長
及
び
事
務
局
職
員
の
選

任
等
、
運
営
適
正
化
委
員
会
の
実
質
的
な
あ
り
方
に
つ
い
て
触
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
各
都
道
府
県
知
事
宛
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
も
上
述
の
解
釈
を
支
え
る
も
の
と
な
る
。

さ
ら
に
、
後
述
す
る
よ
う
に
運
営
適
正
化
委
員
会
が
有
す
る
調
査
権
等
を
比
例
原
則
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
謙
抑
的
に
す
る
一

方
で
、
そ
の
結
果
を
生
存
権
を
始
め
と
す
る
人
権
保
障
に
資
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
、
法
一
条
の
目
的
に
適
う
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、
運
営
適
正
化
委
員
会
の
設
置
主
体
を
都
道
府
県
と
解
し
て
、
運
営
適
正
化
委
員
会
の
行
う
調
査
等
に
つ
い
て
最
終
的
に
都
道

府
県
と
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

（二
）
こ
の
点
、
法
八
三
条
は
「
都
道
府
県
社
会
福
祉
協
議
会
に
、
人
格
が
高
潔
で
あ
っ
て
、
社
会
福
祉
に
関
す
る
識
見
を
有
し
、
か
つ
、

社
会
福
祉
、
法
律
又
は
医
療
に
関
し
学
識
経
験
を
有
す
る
者
で
構
成
さ
れ
る
運
営
適
正
化
委
員
会
を
置
く
」
と
規
定
し
、
都
道
府

県
社
会
福
祉
協
議
会
の
内
部
に
運
営
適
正
化
委
員
会
を
設
置
す
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
、
運
営
適
正
化
委
員
会
が
都
道
府
県
社
会

福
祉
協
議
会
の
内
部
組
織
と
み
れ
ば
、
そ
の
設
置
主
体
も
都
道
府
県
社
会
福
祉
協
議
会
と
解
す
る
こ
と
と
な
る
。

ま
た
、
実
態
と
し
て
、

A
が
B
県
社
会
福
祉
協
議
会
に
就
職
し
、
運
営
適
正
化
委
員
会
の
事
務
局
に
配
属
さ
れ
た
こ
と
に
現
れ

て
い
る
よ
う
に
、
運
営
適
正
化
委
員
会
の
設
置
主
体
を
都
道
府
県
社
会
福
祉
協
議
会
と
解
す
る
方
が
自
然
と
い
え
る
面
も
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
上
述
の
よ
う
に
運
営
適
正
化
委
員
会
の
機
能
と
権
限
に
鑑
み
れ
ば
、
運
営
適
正
化
委
員
会
の
設
置
主
体
を
都

道
府
県
と
し
て
、
そ
の
機
能
と
権
限
を
適
切
に
行
使
せ
し
め
る
べ
き
で
あ
る
し
、
こ
の
制
度
を
人
権
保
障
に
資
す
る
も
の
と
す
る

目
的
に
照
ら
せ
ば
、
運
営
適
正
化
委
員
会
の
設
置
主
体
を
民
間
の
社
会
福
祉
法
人
た
る
都
道
府
県
社
会
福
祉
協
議
会
と
す
る
こ
と

は
解
釈
上
可
能
で
あ
っ
て
も
望
ま
し
い
と
は
い
え
な
い
。
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と
は
で
き
な
い
。

（三）

以
上
の
次
第
で
、
運
営
適
正
化
委
員
会
の
設
置
主
体
は
都
道
府
県
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。

二
、
社
会
福
祉
法
八
五
条
一
項
は
「
！
当
該
苦
情
に
係
る
事
情
を
調
査
す
る
も
の
と
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
運
営
適
正
化
委

員
会
の
設
置
主
体
を
都
道
府
県
と
解
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
調
査
は
、
行
政
調
査
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

る
比
例
原
則
が
適
用
さ
れ
、
調
査
対
象
者
に
対
し
て
、
事
前
の
通
知
又
は
調
査
に
際
し
て
の
理
由
開
示
等
が
必
要
に
な
る
。
こ
れ
は
、

行
政
調
査
一
般
に
つ
い
て
、
当
然
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
運
営
適
正
化
委
員
会
の
調
査
は
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
も

で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
て
、
次
の
点
へ
の
留
意
が
必
要
と
な
る
。

の
で
あ
る
（
社
会
福
祉
法
八
五
条
）

す
な
わ
ち
、
調
査
対
象
者
に
対
す
る
事
前
の
通
知
や
調
査
に
際
し
て
の
理
由
開
示
等
に
お
い
て
、
例
え
ば
、
苦
情
の
申
出
を
し
た
者

が
誰
で
あ
る
か
に
つ
い
て
そ
の
者
が
そ
の
秘
匿
を
望
む
場
合

（福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
性
質
か
ら
し
て
、
あ
る
程
度
そ
の
よ
う
な
事
例
が
生

じ
る
と
考
え
ら
れ
る
）
、
こ
の
点
に
つ
い
て
十
分
留
意
す
る
な
ど
、
そ
の
調
査
の
対
象
及
び
内
容
に
応
じ
て
、

け
る
比
例
原
則
と
は
別
個
の
規
制
を
内
包
す
る
も
の
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

そ
し
て
、
運
営
適
正
化
委
員
会
の
調
査
権
限
は
、
苦
情
解
決
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
根
拠
条
文
は
社
会
福
祉
法
八

五
条

一
項
で
あ
り
、
逆
に
言
え
ば
、
そ
の
権
限
の
行
使
方
法
を
詳
細
に
定
め
た
規
定
を
欠
く
。
し
た
が

っ
て
、
運
営
適
正
化
委
員
会
は、

調
査
目
的
の
範
囲
で
、
任
意
の
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
に
過
ぎ
ず
、
裁
判
所
に
令
状
を
請
求
す
る
な
ど
し
て
強
制
調
査
を
行
う
こ

し
た
が
っ
て
、
調
査
対
象
と
な
っ
た
当
該
施
設
は
、
運
営
適
正
化
委
員
会
の
調
査
に
つ
い
て
協
力
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と

も
、
現
実
に
は
、
運
営
適
正
化
委
員
会
の
設
置
主
体
が
都
道
府
県
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
施
設
は
、
都
道
府
県
の
許
認
可
権
限
等
を

(1
)
 

考
慮
し
て
、
相
当
程
度
の
任
意
調
査
に
応
じ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
、
苦
情
が
在
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
対
す
る
も
の
で
あ

っ
た
場
合
、
基
本
的
に
は
施
設
に
対
す
る
調
査
と
同
様
に
考
え
ら
れ
る

一
般
の
行
政
手
続
に
お

一
方
で
は
い
わ
ゆ
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[
も
っ
と
論
点
を
深
め
る
た
め
に
]

で
あ
る
。

（同
法
施
行
規
則 （同

以
上

も
の
の
、
入
所
施
設
と
異
な
り
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
が
不
在
の
折
に
調
査
を
す
る
な
ど
の
調
整
を
事
前
通
知
な
ど
の
折
に
行
う
こ

三
、
運
営
適
正
化
委
員
会
は
、
社
会
福
祉
法
八
六
条
に
拠
れ
ば
「
当
該
苦
情
に
係
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
の
処
遇
に
つ
き
不
当
な
行

為
が
行
わ
れ
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
」
に
都
道
府
県
知
事
に
対
し
て
通
知
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
通
知
は
同
条
で

「
速
や
か
に
」
な
さ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
言
う
「
利
用
者
の
処
遇
に
つ
き
不
当
な
行
為
」
と
は
、

利
用
者
に
対
す
る
虐
待
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
利
用
者
と
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
と
の
間
の
契
約
違
反
で
は
あ
っ
て
も
、
サ
ー
ビ
ス
利

用
者
の
基
本
的
人
権
侵
害
に
繋
が
る
事
項
、
特
に
事
後
の
金
銭
賠
償
に
よ
る
救
済
で
は
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
基
本
的
人
権
侵
害
の
回
復

に
及
ば
な
い
事
案
な
ど
、
行
政
と
し
て
特
に
迅
速
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
も
の
が
含
ま
れ
る
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。

四
、
都
道
府
県
は
、
社
会
福
祉
法
八
六
条
に
基
づ
く
通
知
が
あ

っ
た
場
合
、
こ
の
法
律
に
は
特
段
の
定
め
は
な
い
も
の
の
、
都
道
府
県
な

い
し
そ
の
長
が
許
認
可
・
監
督
権
限
を
定
め
る
各
法
律
（
児
童
福
祉
法
、
介
護
保
険
法
及
び
障
害
者
自
立
支
援
法
な
ど
）
及
び
条
例
に

定
め
の
あ
る
権
限
を
行
使
し
て
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
人
権
侵
害
を
排
除
・
防
止
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
べ
き

社
会
福
祉
法
八
三
条
は
、
都
道
府
県
社
会
福
祉
協
議
会
に
運
営
適
正
化
委
員
会
を
設
置
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
人
選
に
つ
い
て
は
都
道

府
県
社
会
福
祉
協
議
会
内
に
設
置
さ
れ
る
選
考
委
員
会
の
同
意
を
経
て
、
当
該
社
会
福
祉
協
議
会
の
代
表
者
に
よ

っ
て
任
命
さ
れ
る

法
施
行
令
六
条
三
項
）。

ま
た
、
そ
の
選
考
委
員
の
選
任
方
法
等
も
当
該
都
道
府
県
社
会
福
祉
協
議
会
に
委
ね
ら
れ
る

と
に
よ

っ
て
、
よ
り
詳
細
な
調
査
が
可
能
に
な
る
。
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(
1
)
橋
本
宏
子
「
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
苦
情
解
決
」
（
四
章
1
補
論
）

神
奈
川
法
学
四
二
巻
三
号
（
二

0
0
九
年
）

‘̀ a王
さ
ら
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

1
0
八
ー

一
八
一
頁
参
照
。

二
0
条
）
こ
と
な
ど
か
ら
見
れ
ば
、
人
事
の
面
か
ら
は
、
運
営
適
正
委
員
会
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
社
会
福
祉
協
議
会
の
権
限
が
強
く
、

都
道
府
県
知
事
の
関
与
が
ほ
と
ん
ど
無
い
と
も
言
え
る
。
こ
の
点
か
ら
は
、
む
し
ろ
、
都
道
府
県
社
会
福
祉
協
議
会
が
運
営
適
正
化
委
員

会
の
設
置
主
体
と
考
え
る
こ
と
が
自
然
と
も
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
運
営
適
正
化
委
員
会
の
定
数
及
び
選
任
に
つ
い
て
規
定
し
た
前
記

社
会
福
祉
法
施
行
令
六
条
は
、
「
前
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
選
考
委
員
会
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
」
と
し
て
い
る
。
運
営
適
正
化
委
員
会
の
設
置
主
体
に
つ
い
て
社
会
保
障
と
公
的
責
任
、
社
会
福
祉
協
議
会
の
法
的
性
格
も
ふ
ま
え
て




